
第

五

百

八

十

四

号

令

和

七

年

四

月

二

十

五

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結

(

行
政
管
理
課)

一
七
七
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

森
林
保
全
課)

一
七
七

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

家
畜
防
疫
対
策
課)

一
七
八

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

美

術

館)

一
七
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

一
七
九

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(
同

)

一
七
九

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(
中
濃
農
林
事
務
所)

一
八
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

一
八
〇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

同

)

一
八
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

契
約
の
期
間
の
始
期

令
和
七
年
四
月
一
日

二

費
用
の
額
の
算
定
方
法

基
本
費
用
、
執
務
費
用
及
び
実
費
を
合
算
し
た
額

三

費
用
の
支
払
方
法

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
提
出
後
に
一
括
払(

た
だ
し
、
必
要
に
応

じ
て
前
金
払
を
す
る
。)

四

契
約
の
相
手
方

住
所

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
丸
山
町
一
丁
目
四
二
番
地
の
二

氏
名

香
田

浩
一

資
格

公
認
会
計
士

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日



郡
上
市
美
並
町
上
田
字
中
洞
二
三
四
七
、
二
三
四
八
、
二
三
五
八
、
二
三
五
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
郡
上
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量

豚
熱
生
ワ
ク
チ
ン

20ド
ー
ズ
/組

10,234組

50ド
ー
ズ
/組

4,680組

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
１
月
24日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
３
月
13日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
本
郷
町
五
丁
目
９
番
地

同
和
化
学
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長
松
井
邦
博

６
落
札
金
額
45,842,060円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
農
政
部
家
畜
防
疫
対
策
課
防
疫
推
進
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
美
術
館
清
掃
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
３
月
11日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
３
月
25日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
金
町
六
丁
目
21番
地

岐
阜
コ
ニ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
吉
田
治
伸

６
落
札
金
額
30,777,120円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
美
術
館
総
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
宇
佐
四
丁
目
１
番
22号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。
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令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量

岐
阜
県
美
術
館
で
使
用
す
る
電
気
(予
定
数
量
)

3,642,758k

W
h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
２
月
７
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
３
月
19日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
金
町
六
丁
目
21番
地
岐
阜
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル
８
階

岐
阜
電
力
株
式
会
社

代
表
取
締
役
下
田
平
真
樹

６
落
札
金
額
59,282,268円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
美
術
館
総
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
宇
佐
四
丁
目
１
番
22号

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
須
川
土

地
改
良
区

令
和�･��･�
理
事

堀

知

靖

安
八
郡
安
八
町
西
結

一
五
七
六
番
地

同

古

澤�
雄

同

西
結

八
七
一
番
地

同�
原

正

孝

同

東
結

一
一
六
七
番
地

同

岩

田

正

孝

同

大
明
神

六
九
〇
番
地

同

西

松

博

美

同

南
條

三
四
一
番
地

同

坂

光

行

同

中

一
一
〇
三
番
地
の
三

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
須
川
土

地
改
良
区

令
和�･��･�
理
事�
原

宏

行

安
八
郡
安
八
町
氷
取

一
一
七
七
番
地

同�
田

正

博

同

西
結

八
八
四
番
地

同

棚

橋

孝

光

同

東
結

六
七
七
番
地
の
一

同

伊

藤�
同

東
結

一
六
五
七
番
地

同

岩

田

一

三

同

北
今
ヶ
渕

七
五
六
番
地

同

坂

和

彦

同

大
野

五
四
九
番
地
の
一

同

浅

野

和

己

同

中

七
一
六
番
地
の
三

同

服

部

美
智
子

同

大
明
神�六
六
番
地
の
一

監
事

渡

部

一

博

同

西
結

二
〇
六
五
番
地

同

尾�
満�
同

森
部

三
一
番
地

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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大

垣

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和

七
・

四
・
一
四

認

可

年

月

日



○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

美
濃
加
茂

市
木
曽
川

右
岸
用
水

土
地
改
良

区

令
和�･�･��
理
事

尾

關

守

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
西
脇
一
一
九
九
番
地

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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曽

代

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平

尾

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和

七
・

四
・
一
四

認

可

年

月

日

令
和

七
・

四
・
一
四

認

可

年

月

日

八
百
津
町
木
曽
川
右
岸
用
水
土
地
改
良
区

土

地

改

良

区

名

美
濃
加
茂
市
木
曽
川
右
岸
用
水
土
地
改
良
区

土

地

改

良

区

名

令
和

七
・

四
・
一
四

認

可

年

月

日

令
和

七
・
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